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災害時における心理ケアに関する協定書 
 
 
山形県（以下「甲」という。）と山形県臨床心理士会（以下「乙」という。）とは、災害

時において被災者に対して行う心理ケア（以下「心理ケア」という。）に関し、次のとおり

協定を締結する。 
 
（趣  旨） 
第１条 この協定は、山形県地域防災計画に基づき、災害発生時の被災者対策の一環とし

て、甲が行う心理ケアに対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（医療従事者の派遣） 
第２条 甲は、心理ケアを実施する必要が生じた場合は、乙に対して心理ケアのための臨

床心理士等（以下「心理ケア従事者」という。）の派遣を要請するものとする。 
 
（心理ケア計画） 
第３条 乙は、甲の心理ケア従事者の派遣要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、心

理ケアの計画を策定し、甲に提出するものとする。 
２ 心理ケア計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 (1)  心理ケア従事者の編成計画 
  (2)  心理ケア従事者の心理ケア活動計画 
  (3)  関係機関との連絡体制 
  (4)  その他必要な事項 
   
（心理ケア従事者の派遣要請の手続き） 
第４条 甲は、第２条の規定に基づき乙に派遣を要請するときは、乙に対し次に掲げる事

項を明示した文書（別記様式１）により行うものとする。 
ただし、文書により要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請し、そ

の後、速やかに文書を送付するものとする。 
(1) 災害発生の日時及び場所 

 (2) 災害の原因及び状況 
 (3) 派遣先の場所 
  (4)  派遣者数 
  (5)  派遣期間 
  (6)  その他必要な事項 
 
（業務の内容） 
第５条 心理ケア従事者は、原則として、避難所及び仮設住宅において、次に掲げる心理

ケア活動を行うものとする。 
 (1) 被災者に対する心理ケア 
 (2) その他状況に応じた必要な措置 
 
（心理ケア従事者の輸送） 
第６条 甲は、被災者への心理ケアが円滑に実施できるよう、心理ケア従事者の輸送につ

いて、必要な措置を講じるものとする。 
 
（指揮命令） 
第７条 現地での指揮命令及び心理ケア活動の連絡調整は、甲が指定するものが行うもの

とする。 
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（診察費） 
第８条 避難所、仮設住宅における心理ケア費用は、無料とする。 
 
（費用の弁償） 
第９条 甲の要請に基づいて派遣した場合における心理ケア従事者の編成及び派遣に要す

る費用は、甲が負担するものとする。 
  
（心理ケア従事者への災害補償） 
第１０条 甲は、心理ケアに従事した者が、その業務に従事したために負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は死亡したときは、「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損

害補償に関する条例（昭和３７年１２月２５日山形県条例第６６号）」に定めるところに

よりその損害を補償する。 
 
（協  議） 
第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協議に疑義が生じた場合は、甲乙協議のう

え決定するものとする。 
 
（適  用） 
第１２条 この協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知

しない限り、その効力は継続するものとする。 
 
 
この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それ

ぞれ１通を保有する。 
 
 
平成１８年３月２７日 
 

甲  山形市松波二丁目８番１号 
山形県知事   齋 藤  弘 

 
 

乙  山形市小白川町一丁目４－１２ 
   山形大学教職研究総合センター佐藤研究室内 

 山形県臨床心理士会会長   野 口 敏 信 
        



災害時における医療救護に関する協定書 
 
 
山形県（以下「甲」という。）と社団法人山形県看護協会（以下「乙」という。）とは、

災害時における救護所等への看護師等の派遣について、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣  旨） 
第１条 この協定は、山形県地域防災計画に基づき、災害時の医療救護活動を円滑に実施

するため、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものと

する。 
 
（医療従事者の派遣） 
第２条 甲は、災害時に医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、必要に応じ乙に対

して看護師等（以下「医療従事者」という。）の派遣を要請するものとする。 
 
（災害時医療救護計画） 
第３条 乙は、甲の医療従事者の派遣要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、災害時

における医療救護の計画を策定し、甲に提出するものとする。 
２ 災害時医療救護計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 (1)  医療従事者の編成計画 
  (2)  医療従事者の医療救護活動計画 
  (3)  関係機関との連絡体制 
  (4)  その他必要な事項 
   
（医療従事者の派遣要請の手続き） 
第４条 甲は、第２条の規定に基づき乙に派遣を要請するときは、乙に対し次に掲げる事

項を明示した文書（別記様式１）により行うものとする。 
ただし、文書により要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請し、そ

の後、速やかに文書を送付するものとする。 
(1) 災害発生の日時及び場所 

 (2) 災害の原因及び状況 
 (3) 派遣先の場所 
  (4)  派遣者数 
  (5)  派遣期間 
  (6)  その他必要な事項 
 
（業務の内容） 
第５条 医療従事者は、原則として、避難所及び災害現場等に設置する救護所（以下「救

護所」という。）において、医師の指示に基づき、次に掲げる医療救護活動を行うものと

する。 
 (1) 傷病者に対する応急手当及び看護 
 (2) 傷病者の救護所への収容 
 (3) その他状況に応じた必要な措置 
 
（薬剤等の供給） 
第６条 医療従事者が使用する薬剤、治療材料及び医療器具は、医療従事者が携行するも

ののほか、甲が供給するものとする。 
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（医療従事者の輸送） 
第７条 甲は、医療救護が円滑に実施できるよう、医療従事者の輸送について、必要な措

置を講じるものとする。 
 
（指揮命令） 
第８条 現地での指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定するものが行うもの

とする。 
 
（費用の弁償） 
第９条 法令に定めがあるもののほか、甲の要請に基づいて派遣した場合における次の費

用は、甲が負担するものとする。 
  (1)  医療従事者が携行した薬剤及び治療材料で使用したもの並びに医療器具の破損等

に係る費用 
  (2)  医療従事者の派遣に要する費用 
 
（医療従事者への災害補償） 
第１０条 甲は、甲の要請に基づき医療救護に従事した者が、その業務に従事したために

負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「災害に際し応急措置の業務に従

事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３７年１２月２５日山形県条例第６６号）」

に定めるところによりその損害を補償する。 
 
（連絡責任者） 
第１１条 この協定に関する連絡責任者は、甲については総務部危機管理室総合防災課長

とし、乙については事務局長とする。 
 
（協  議） 
第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協議に疑義が生じた場合は、甲乙協議のう

え決定するものとする。 
 
（適  用） 
第１３条 この協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知

しない限り、その効力は継続するものとする。 
 
 
この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それ

ぞれ１通を保有する。 
 
平成１８年７月２４日 

 
甲  山形市松波二丁目８番１号 

山形県知事   齋 藤  弘 
 
 

乙  山形市松栄一丁目５番４５号 
   社団法人山形県看護協会 

会   長   齋  藤 カツ子 



災害時における医療救護活動に関する協定書 
 
 
山形県（以下「甲」という。）と社団法人山形県薬剤師会（以下「乙」という。）とは、

災害時における医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、山形県地域防災計画に基づき、災害時の医療救護活動を円滑に実施

するため、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものと

する。 
 
（薬剤師の派遣） 
第２条 甲は、災害時に医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、必要に応じ乙に対

して薬剤師の派遣を要請するものとする。 
 
（薬剤師の派遣要請の手続き） 
第３条 甲は、第２条の規定に基づき乙に派遣を要請するときは、乙に対し次に掲げる事

項を明示した文書（別記様式１）により行うものとする。 
ただし、文書により要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請し、そ

の後、速やかに文書を送付するものとする。 
(1) 災害発生の日時及び場所 

 (2) 災害の原因及び状況 
 (3) 派遣先の場所 
  (4)  派遣者数 
  (5)  派遣期間 
  (6)  その他必要な事項 
 
（業務の内容） 
第４条 甲の要請に基づき派遣された薬剤師（以下「薬剤師」という。）の業務は、次のと

おりとする。 
 (1) 救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 
 (2) 救護所及び医薬品等の集積所等における医薬品等の仕分け、管理 
 (3) その他、消毒方法、医薬品の使用方法等の薬学的指導 
 
（指揮命令） 
第５条 現地での指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定するものが行うもの

とする。 
 
（薬剤師の輸送） 
第６条 甲は、医療救護が円滑に実施できるよう、薬剤師の輸送について、必要な措置を

講じるものとする。 
 
（医薬品等の供給） 
第７条 薬剤師が使用する医薬品等は、薬剤師が携行するもののほか、甲が供給するもの

とする。 
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（調剤費） 
第８条 救護所等における調剤費は無料とする。 
 
（費用の弁償） 
第９条 法令に定めがあるもののほか、甲の要請に基づいて派遣した場合における次の費

用は、甲が負担するものとする。 
  (1)  薬剤師が携行した医薬品等使用した場合の実費 
  (2)  薬剤師の派遣に要する費用 
 
（医療従事者への災害補償） 
第１０条 甲は、甲の要請に基づき医療救護に従事した者が、その業務に従事したために

負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「災害に際し応急措置の業務に従

事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３７年１２月２５日山形県条例第６６号）」

に定めるところによりその損害を補償する。 
 
（体制の整備） 
第１１条 乙は、災害時に迅速な対応がとれるよう、組織内の連絡、派遣体制の整備に努

めるものとする。 
 
（連絡責任者） 
第１２条 この協定に関する連絡責任者は、甲については総務部危機管理室総合防災課長

とし、乙については事務局長とする。 
 
（協議） 
第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協議に疑義が生じた場合は、甲乙協議のう

え決定するものとする。 
 
（適用） 
第１４条 この協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知

しない限り、その効力は継続するものとする。 
 
 
この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それ

ぞれ１通を保有する。 
 
平成１８年１２月８日 

 
甲  山形市松波二丁目８番１号 

山形県知事   齋 藤  弘 
 
 

乙  山形市美畑町１１番２６号 
   社団法人山形県薬剤師会 

会   長   渡 辺 康 弘 



山形県(以下「甲」という。)と山形県医薬品卸業協会(以下「乙」という。)とは、

災害発生における医薬品等の確保を図るため、次のとおり協定を締結する。

災害時における医薬品等の供給に関する協定

(趣旨)

第1条この協定は、甲が乙と協力して医薬品等を確保し、迅速かつ円滑に被災地等

へ供給するために必要な事項を定めるものとする。

(医薬品等の供給要ヨ剤

第2条甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、必要があると認めたとき、

又は県内の市町村より供給の要請があったときには、乙に対し保有する医薬品等の

供給を要請するものとする。

(要請事項の措置)

第3条乙は、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとと

もに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。

(医薬品等の範囲)

第4条供給する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙において措置可能な品目及び

数量とする。なお、乙の県内施設で措置できない場合は、県外施設から措置するよ

う努めるものとする。

(1)医薬品

(2)医療機器

(3)衛生材料

(供給要請の方法)

第5条前条に掲げる医薬品等の供給要請は文書によることとするが、緊急の場合に

は他の方法によることができるものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項による手続きがとれない場合は、甲は、直接乙の

加入協会会員に対し供給の要請を行うことができるものとする。この場合、甲はそ

れに伴う措置事項を、事後すみやかに乙に連絡するものとする。

(医薬品等の供給場所)

第6条乙は、甲が指定した場所に医薬品等を供給するものとする。なお、甲が指定

する場所については、必要に応じて甲と乙が事前に協議するものとする。

(広域的な支援体制の整備)

第7条乙は、一般社団法人日本医薬品卸売業連合会と連携を強化し、広域的な支援

が受けられる体制の整備に努め、甲はそのために必要な協力を行うものとする。

(情報の収集及び提供)

第8条甲と乙は、災害時において、被災地の状況、被災者の救護状況並びに救護所

等の災害用医薬品の需要に関する情報の収集に努め、情報交換を行うものとする。
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(協議事項)

第9条この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度双方が誠意ある協議

を行うものとする。

(有効期限)

第10条この協定の有効期限は、平成20年4月1日からとし、甲乙いずれかの申し

出がない場合は継続するものとする。

この協定を証するため本書を2通作成し、甲乙両当事者記名押印の上、各自1通を

保有する。

なお、乙は乙の加入協会員にこの協定を締結したことを周知するものとする。

平成20年3月27日制定

令和4年2月7日一部改定

甲 山形県山形市松波二丁目8番1号

山形県知事齋藤

山形県蔵王松ケ丘一丁目2番10号

山形県医薬品卸業協会

会長宮原良司

乙

甲 山形県山形市松波二丁目8番1号

山形県知事吉村美

乙 山形県蔵王松ケ丘一丁伯q顎ミ匝子
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山形県(以下「甲」という。)と公益社団法人山形県栄養士会(以下「乙」という。)と

は、大規模な災害等の発生時における栄養・食生活支援活動に係る協力(以下「協力」と

いう。)に関して、次のとおり協定を締結する。

災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書

(趣旨)

第1条この協定は、山形県地域防災計画に基づき、山形県内で、地震、風水害その他の

大規模災害等が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)におい

て、甲が行う栄養・食生活支援活動にっいて、甲が乙に対して協力を要請する際に広、要

な事項を定めるものとする。

電国r皿1七」N阿、

^1是゛,」一酬郭
'%ノ

(協力の要請)

第2条甲は、災害時において、乙の恊力が必要であると認められるときは、乙に対し協

力を要請することができる。

2 甲が、乙に対して前項の協力を要詰するときは、乙との調整を図るために、卿信己様式

により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、その後、速やか

に当該文書を送付するものとする。

3 乙は、甲の要請に基づき管理栄養士・栄養士の派遣にっいて可能な範囲で協力するも

のとする。

(乙の業務)

第3条前条第3項の規定により派造される管理栄養士・栄養士は、甲が指定する場所に

おいて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1)避難所等の栄養管理、衛生管理

(2)避難所等における疾病・身体状況や食事等に関する情報収集、巡回栄養相談

(3)要配慮者等に対する栄養・食事指導

(4)特殊栄養食品(乳児用ミルクや高齢者用食品、食物アレルギー対応食品、病者用

食品等)の提供に係る支援

(5)避難所や被災者の栄養状況調査、栄養管理

(田その他甲が必要と認める活動

(移動手段)

第4条甲は、乙が円滑に協力を行えるよう、乙の移動手段にっいて必要な措置を講じる

ものと司、る。

2 第2条第1項の要請に基づき協力する管理栄養士・栄養士が、第3条に規定する業務

において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、甲は、災害救助法(昭和22年法

律第 118 号)第 12条の扶助金の例により、当該扶助金相当額を負担するものとする。

(費用弁償等)

第5条第2条第 1項の要請に基づく協力に係る第3条各号に定める活動に要した食品等

の実費は、甲が負担するものとし、当該実費以夕Hこ要した費用にっいては、乙が負担す

るものとする。

(指揮命令)

第6条現地での指揮命令及び連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。

(連絡体制)

第7条甲及び乙は、この協定に基づく業務を円滑に実施するため、彪、要な連絡及び調整

を行い、平常時から連絡体制の強化に努めるものとする。

絲韻ID

第8条この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。

(協議)

第9条この協定に定めのない事項及びこの恊定に関し疑義が生じた事項については、甲

乙協議して定めるものとする。

(有効期問)

第 10 条この協定の有効期問は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、この協定

の有効期間満了の 1ケ月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知し

ないときは、有効期問満了の日の翌日から起算して 1年問この協定は延長されたものと

し、以降も同様とする。

この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうぇ、各自その1通を

保有する。

令和3年3月24日

甲 山形市松波2丁目8

山形県知事

乙 山形市小白川町2丁目
ーー'、ゞーー」".『.,,、." 1.

公益社団法人山形県栄養士会紳i'び.容゛*
会長西村(美一",吐'.,1や」FX、

"、ー、詞郡が司

▲、^^、゛『+.゛Y^゛■,昆●五●U^岡、

-1御NN吉_、.、■、ξ1ゞ上、/二小吉村美栄 11rゞ'鄭一1
・、二f1ξゞ陰ゞぽ・1
^互^^^^リ^リ闇^^゛^^「号^叫間肌『^

Administrator
テキストボックス
2-3-11



易1信己様式

公益社団法人山形県栄養士会会長殿

山形県知事

災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書第2条第2項の規定により、下記
のとおり協力を要請します。

なお、会員の安全確保には十分注意し、 L次災害のおそれが予見される場合は、速やか

に活動を中止し、撤退してください。

協力 要 請

連絡窓口

令和

派遣の場所

担当者

年

被害の状況

月

想定される業務の

内

記

日

市・町・村

その他の

必要な事項

Fax

協定

形 県山

公益社団法人岬媒栄養士会

書

書

話電

容
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